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「福井市舞屋町で 

マイ・タイムライン検討会を開催します」 

 ～水害から命を守る取り組み 

わが家のタイムラインプロジェクト～ 

  
概     要 

 
 
 
 
 
 

■ＮＰＯ法人 ドラゴンリバー交流会と福井河川国道事務

所は、福井市舞屋町でマイ・タイムライン検討会を開催

します。（詳細は別紙参照） 

 

●マイ・タイムライン検討会 

日時：平成 30 年 4 月 22 日（日）午後 1時 30 分～ 

会場：舞屋町公民館（福井市舞屋町２０ −２－８） 

主催：ドラゴンリバー交流会 

後援：福井河川国道事務所 

協力：福井県防災士会 

 

■福井河川国道事務所はドラゴンリバー交流会と連携し、

マイ・タイムライン検討会に協力しています。 

  

取  扱  い － 
  

配  布  場  所 福井県政記者クラブ 

  
問 合 せ 先 

 
 
 

国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 

副所長（河川）  田村
た む ら

 友
とも

秀
ひで

 

河川管理第一課長 山本
やまもと

 一浩
かずひろ

 

電話：0776-35-2661（代表） 



別紙 

 

■マイ・タイムライン検討会を開催します 

 平成 27 年の関東・東北豪雨で大きな被害を受けた鬼怒川流域。4，000 人もの

方が自衛隊や警察、消防の皆さんに救助されるなど水害時の避難に関する課題

が顕わになった出来事でした。 

 

 鬼怒川で起こったことは九頭竜川や日野川に囲まれた福井でも起こるかもし

れない。 

昨年の 12 月に開催した「水害から命を守る講習会」（主催：NPO 法人 ドラゴ

ンリバー交流会）をきっかけに我が地区でもマイ・タイムラインを考えてみた

いという地区からの要望が数多く寄せられています。 

今年２月には開催した新種池町自治会でマイ・タイムライン検討会を開催しま

したが、今回、新種池町に続き福井市舞屋町自治会でマイ・タイムライン検討

会を開催します。 

 

検討会は福井県防災士会にもご協力いただき、自治会の皆さんと一緒にわが家

のマイ・タイムラインを作っていきます。 

 

 

●マイ・タイムライン検討会 

日 時：平成 30 年 4 月 22 日（日） 午後 1時 30 分～3時 30 分 

場 所：舞屋町公民館（福井市舞屋町２０− ２－８） 

主 催：ドラゴンリバー交流会 

後 援：福井河川国道事務所 

協 力：福井県防災士会 

 

検討会の参観は自由、但し、事前申し込みが必要です。 

申込み先：ドラゴンリバー交流会事務局 

Tel、Fax 0776-33-1850 

 

 

 福井河川国道事務所はドラゴンリバー交流会と連携し、マイ・タイムライン

検討会に協力しています。 



【参考】 
※１ みんなでタイムラインプロジェクト 

 平成２７年９月の関東・東北豪雨をきっかけに住民一人ひとりが自分自身に合った避

難に必要な情報・判断・行動を把握し「自分の逃げ方」を手に入れるための「マイ・タ

イムライン」を検討する下館河川事務所の取り組み 

●みんなでタイムラインプロジェクト（下館河川事務所ホームページ） 

http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimodate00285.html 

 

※２ マイ・タイムラインについて 

※「マイ・タイムライン検討の手引き」（下館河川事務所ホームページ）より 

●マイ・タイムラインとは 

 マイ・タイムラインは住民一人ひとりのタイムラインであり、台風の接近によって河

川の水位が上昇する時に、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理し、とり

まとめるものです。 

時間的な制約が厳しい洪水発生時に、行動のチェックリストとして、また判断のサポー

トツールとして活用されることで、「逃げ遅れゼロ」に向けた効果が期待されます。 

●マイ・タイムラインの検討過程 

 マイ・タイムラインの検討過程では、住民一人ひとりが、自分自身に合った避難に必

要な情報・判断・行動を把握し、マイ・タイムラインを作成した時には、いわば「自分

の逃げ方」を手に入れられているように取り組んでいくことが重要です。 

●マイ・タイムライン検討会の開催 

 マイ・タイムラインの検討主体は、住民一人ひとりが基本であるが、地区の住民が集

まった「マイ・タイムライン検討会」を開催し、隣近所の住民等と意見交換をしつつ検

討を進めることで、「自分の逃げ方」を客観的に見つめなおすことができるだけでなく、

地域としての防災力向上を図ることができます。 

●マイ・タイムラインの検討によって得られるもの 

 マイ・タイムラインを検討・作成することによって、次のような成果があります。 

○住民が自宅周辺のリスクを認識することができる 

○住民が自分自身や家族が逃げるタイミングを整理することができる 

○（検討会方式で実施する場合）地域のコミュニケーションの輪が広がる 

○マイ・タイムラインからのフィードバックで市町のタイムラインを充実できる 

○自治会、自主防災組織等の共助の取り組みを考えるきっかけになり得る 

 

※３ 検討会開催にいたる背景（水防災意識社会 再構築ビジョン） 

 平成 27 年 9月に発生した関東・東北豪雨災害では、鬼怒川において越水や堤防決壊等により

浸水戸数は約一万棟、孤立救助者数は約 4,300 人となるなど、甚大な被害が発生しました。これ

を契機に国土交通省は、平成 27 年 12 月「水防災意識社会 再構築ビジョン」を策定しました。

各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して減災のた

めの目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進することとしています。 

 水防災意識社会 再構築ビジョンでは、「住民目線のソフト対策」として、「住民等の行動に



つながるリスク情報の周知」とともに「事前の行動計画作成、訓練の促進」としてタイムライン

※４を策定するとしています。【別添、参考資料参照】 

 

※４ タイムライン ： 災害発生時の防災行動を時系列的に整理し、とりまとめたもの。災害時

行動計画 
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